
インボイス制度

ステップ１

 「視聴用ＵＲＬ」にアクセスの上、ご参加ください（説明会開始３０分前から
アクセス可能）。

 ご質問のある方は、質疑時間内にチャット機能を利用して質問内容を入力して
ください。

 国税庁ＨＰのインボイス制度特設サイト内の説明会サイト
「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/

keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm 」にアクセスしてください。

≪インターネット（ＷＥＢ）のみ申込可能！！≫
※電話や税務署の窓口において申し込みはできません。

説明会サイトへのアクセス

オンライン説明会への参加

 説明会サイトから「申込サイト」をクリックし、希望日を選択の上、必要事項を
入力してください。

 お申込み後に、「申込確認メール」を送信しますので、ご確認ください。

必要事項の入力

ステップ２

ステップ４

 説明会開催前日までに「視聴用ＵＲＬ」が記載された「参加案内メール」が送信
されます。

参加案内メールの受信

ステップ３

国 税 庁

オンライン説明会とは？

〇 インターネットを利用してパソ
コン、タブレット、スマート
フォンなどから参加できる説明
会です。

〇 チャット機能を利用しての質疑
応答を実施します。

説明内容 インボイス制度の基本的な仕組みに
ついて

開催日時 説明会サイトに掲載（随時掲載）
※以下の説明会サイトにアクセスして確認
してください。
※説明会は４５分程度を予定しています。

定 員 各回１００名（先着順）
費 用 無料（通信費用は実費となります。）

全国どこからでも誰でも参加可能な

オンライン説明会を開催

令和５年１０月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）

が導入され、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となる

ための登録申請手続は、令和３年１０月から受付が開始されます。

オンライン説明会参加までの流れ

（令和３年５月）

説明会サイトへ


